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山元 事前意見 第 11 回 
 

１．将来の保護司候補者確保に向け、いわゆる「ゆるい つながり」の確保 
 若い世代に更生保護に関与していただくには、若年層と更生保護関係者との

間で、いわゆる「ゆるい つながり」を継続的に確保していく必要があると思

われます。 
たとえば、地域で保護司対象者として適任と思われる方に対して、人生の半

ばで、突然「保護司になりませんか」と言われても、保護観察の制度がわかっ

ていない方にとっては、「寝耳に水」の事態で「0」からいきなり「100」に行

くようなものであり、なかなか理解されないことが多いのが実情です。 
そこで、ある日突然に保護観察の世界に入っていただくのではなく、若年層

のうちから更生保護と「ゆるい つながり」を継続的に確保して、保護観察に

関する基盤を構築していくような仕組みが必要であると考えます。 
「ゆるい つながり」とは、例えば、地域清掃や防犯活動などを通じた保護

司会と地域の方の関与などが掲げられます。他にも SNS を通じての繋がりな

ども考えられます。もうすでに、このような活動は、保護司が個人として関与

していたり、個人的に SNS の発信をしたりして活動してはいます。しかし、

保護司会組織としての関与ないし更生保護の仕組みとして制度化されていな

いのが実情です。 
ですので、例えば、町会長の方が保護司になると、地域との関係がより強固

になることは言うまでもありません。しかし、その保護司の方が町会長を引退

されて、別の保護司会に関係のない方が町会長になると、保護司会とその町会

との関係性が途切れてしまうのが現状です。 
そこで、「ゆるい つながり」を継続的に確保することによって、若年層も

気安く参加できる環境が整うと、そこに地域のコミュニティを形成できる可能

性があります。若年層は、仕事も家事も忙しく、継続的なボランティア活動が

しにくい状況にあります。そうすると、空き時間等を利用して参画できる活動

を積み重ねていくことによって、徐々に保護司会活動に理解のある地域コミュ

ニティを形成していくことが可能になります。そのようなコミュニティの中か

ら、保護司候補者を発掘することも可能になります。 
もう一つ、前回の繰り返しになりますが、BBS を引退した方が、更生保護

と繋がり続けて、将来、BBS を経験した方が、保護観察官や保護司として活

躍で切るような仕組み作りが大事であると考えます。 
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２．保護司の持続可能性と安全面確保のための法人格による更生保護の関与 
 前回も申し上げましたが、持続可能性な保護司制度を検討していくにあたり

まして、更生保護の担い手として、個人（自然人）ばかりでなく、法人や団体

等も一定要件の元に、保護観察活動に従事ないしは参画していただけるような

環境を制度化していくことを考えていくべきではないでしょうか。つまり、法

人や団体に外部団体として協力を求めるのではなく、保護観察の担い手の一員

として内部化（制度化）したうえで、ご参画願うことが必要になってくると考

えられます。例えば、保護司の一形態としてご参画いただいたり、あるいはパ

ートナシップ協定のような形で更生保護活動に従事していただけるような仕

組み作りも考えられると思います。 
ただし、あくまでも保護司あるいは保護司会の中心的な担い手は、地域の個

人の保護司であることには変わりがないし、この原則を曲げてはいけないと考

えます。 
そのためには、法人・団体を中心とした保護司制度ではなく、あくまでも地

域の保護司に協力出来る法人・団体として活動していただけるような制度を構

築することが必要になってくるのではないでしょうか。そうすると、次のよう

様な観点から、その可能性を視野に入れてもいいのではないかと考えます。 
 
①現在は、原則として、個人しか保護観察の担い手として想定されていません。

継続性・持続性という面では、法人や団体は個人よりも長く活動ができます。

制度として、法人格についても更生保護に関与するような仕組みを考えていく

必要があるのではないでしょうか。 
 
②すべての法人や団体が対象となるという事ではなく、例えば、社会福祉法人、

財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、地方公共団体、NPO 法人などの

更生保護に関係する組織をはじめとして、公益性が高かったり、社会貢献に対

する経営風土が醸成されているような組織等が考えられます。これらの者に関

与していただくことにより、保護司の確保、面接場所の確保などの拠点確保に

も繋がると思われます。 
 

③勤務先内で複数人による面接機会の確保や、職場にサポートセンターのサテ

ライトとして面接場所を確保するという役割が期待できます。保護司会務の出

席も職場内で輪番制にするなどして会務協力の負担軽減を図ることは可能で

はないかと考えます。 
 



3 
 

④今回の報告に盛り込まれなくても、将来的に、継続審議にしていただきたい

と思います。 
 
ちなみに、私が所属する保護司会では、実際に更生保護法人、区役所、社会

福祉法人、企業組合などから、保護司になっていただき、活動をしていただい

ているところです。地域出身の保護司と専門性を発揮する保護司とで良いリレ

ーションシップが形成されているので、このような関係が制度化されると、よ

り強固な関係が構築されていくと考えます。 
 

３．保護司を継続的に勤めてもらうための施策の検討 
 （１）保護司になってくれるよう依頼して断られた理由 
法務省のホームページ（https://www.moj.go.jp/content/001152121.pdf）上

で公表されている「数字で見る保護司制度」のアンケート調査によると、保護

司になってくれるよう依頼して断られたことがあるかどうか、ある場合どのよ

うな理由で断られたかという質問に対して、下記のような回答となっています。 
アンケートを実施してから、かなり時間が経過しているが、その本質は現在

でも変わらないと考えるため、同アンケート調査を参考に意見を述べさせてい

ただきます。 
  
平成 24 年 6 月に法務省保護局で全国保護司連盟と協力し、全国の地区保護

司会の会長 886 名を対象に、保護司の確保の状況等に関するアンケート調査

を実施し、うち 762 名から回答があった。その回答は以下のとおりである。 
「保護司になってくれるよう依頼して断られたことがありますか、ある場合、

どのような理由で断られましたか。（3 つまで選択可）」 
この質問に対して、762 名の回答のあったうち、632 名（有効回答数の 84.7％）

が保護司になってくれるよう依頼をして断られた経験を有しているとしてお

り、都市部ではその割合は、89.9％に上る。断られた理由については、①「忙

しく、時間的余裕がない」という理由で断られた者が 7 割以上おり、次いで②

「家族の理解が得られない」となっている。続いて、③「犯罪をした人等に対

する指導・援助が不安」であることや、④「犯罪した人等が来訪してくるのが

負担」、⑤「健康に自信がない」、⑥「経済的な余裕がない」、⑦「ボランティ

アをやりたくない」、⑧「その他」となっています。 
そうすると、これらの原因を、丁寧に探り、対処方法を考えていく必要があ

ります。 
例えば、①「忙しく、時間的余裕がない」という理由の場合、職場や周辺環

境や社会全体での保護司活動に対する理解が必要であることは言うまでもあ
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りません。職場や周辺環境が「保護司活動」に対して理解を示し、例えば、「処

遇活動」や「研修受講」について、有給休暇などを取らないでも「休める」環

境作りが必要となります。 
 

図表１ 「保護司になってくれるよう依頼して断られた理由」 

 
出典：https://www.moj.go.jp/content/001152121.pdf 
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②「家族の理解が得られない」については、家族を含めた更生保護に関する理

解が必要となります。このため、家族に対する相談窓口の設置や、家族を含め

た更生保護に関する研修の実施などを検討する余地があると思われます。 
③「犯罪をした人等に対する指導・援助が不安」であることについては、経験

値を積むことで解消されることや、保護観察官や先輩保護司のサポート体制の

強化などが考えられます。 
④「犯罪した人等が来訪してくるのが負担」ということに対しては、自宅以外

での面接場所の確保をしていく必要があります。そのためには、更生保護サポ

ートセンターはもとよりサテライトなどを充実させる必要があります。 
ちなみに私の所属する保護司会では、区役所の生活福祉課が使用する個別面

談室を空いている場合に借用することができるようになっています。また、社

会福祉協議会の会議室も借用することができるようになっています。 
 なお⑤～⑥については、今回の主要な議論から外れてしまうため割愛させて

いただきます。 
 
 （２）新たに保護司になってもらうため、又は保護司を長く続けてもらうた

めの方策について 
新たに保護司になってもらうため、又は保護司を長く続けてもらうための方策

についてのアンケートによると（図表 2 参照）、多くの保護司会長が①「保護

司同士による処遇協議・情報交換の充実」を一番に掲げています。次に②「時

間的負担への配慮・軽減」、③「実費弁償金の充実」、④「保護司の社会的評価

の充実（表彰の充実）」、⑤「保護司による魅力ある地域活動の展開」、⑥「保

護観察官による処遇指導の充実」、⑦「研修の充実」などが掲げられています。 
やはり、①「保護司同士による処遇協議・情報交換の充実」については、事例

検討会や自主研修会、施設見学研修、懇親会などにより充実していくことにな

ると考えられます。同じ時間を過ごすことにより、親近感や信頼関係が醸成さ

れます。 
ちなみに、私の所属する保護司会では「事例検討会」を月に一度程度行ってお

り、そのほかにも班会議や分区会などで自主研修を行うことにより、保護司同

士の親密性が増すばかりでなく、モチベーションの向上に役立っています。 
なお、施設見学研修については、原則、旅費宿泊費など保護司個人の負担に依

拠する部分が多いことから、この施設見学研修について、あまり保護司自身の

持ち出しのない実費弁償金が出ると、参加者数も増えることと思慮されるとこ

ろです。 
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図表２ 新たに保護司になってもらうため、又は保護司を長く続けてもらうた

めの方策について（３つまで選択可） 

出典：https://www.moj.go.jp/content/001152121.pdf 
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②「時間的負担への配慮・軽減」については、（１）①で述べたので省略し

ます。③「実費弁償金の充実」についても、以前にすでに意見表明しているた

め省略させていただきます。④「保護司の社会的評価の充実（表彰の充実）」

については、やはり、叙勲の表彰者数を増やしてほしいという事が掲げられま

す。⑤「保護司による魅力ある地域活動の展開」については、地域を愛する保

護司であれば、自然とそれが地域活動に繋がり表現されていくと思われます。

⑥「保護観察官による処遇指導の充実」については、現場の保護観察官は処遇

の対処で忙しいことや処遇の当事者であることから、すこしケースを俯瞰して

見れる処遇指導専門の別の観察官がいて、相談室などを設置して、気軽に相談

できる体制があるといいのではないでしょうか。⑦研修の充実については、外

部の講師による SST 研修や話し方教室などは大変に参考になる為これらの方

策を充実させていくことが考えられます。また、大学等において、更生保護の

ための講座を開講して、節目の定期研修として受講できるようにすることも考

えれられます。 
 
（３）保護司委嘱時に不安を感じたか、またその不安の内容についてと保護司

を辞めずにこれまで継続できた理由 
 平成 24 年 6 月に別途実施した経験年数が 6 年以内の保護司（回答者 589
人）への同時期のアンケート調査の結果では、7 割以上が、保護司になる際

に不安を感じている。その不安の内容としては，「不安がある」とした人のう

ちの約 9 割が「犯罪や非行をした人に接すること」、約 5 割が「時間的負担

が大きいのではないか」と回答しています。保護司活動を続ける中で、4 割

以上が「保護司を辞めたいと思ったことがある」と回答し、その理由として

半数以上が「犯罪や非行をした人と接することへの心理的負担」及び「保護

司活動に要する時間的負担の大きさ」を理由として掲げています1。それらの

理由としては、概ね前述したとおりです。 
ここで重要なのは、なぜ、保護司を辞めずに継続できたかです。その理由と

しては、図表 3 のとおり、①約 4 割が「先輩保護司に励まされたから」、次に

②「保護観察等の事件を担当することにやりがいを感じたから」、そして③約

3 割が「地域活動にやりがいを感じたから」と回答しています。この点が将来

の持続可能な保護司制度を検討していくにあたっての一つのキーポイントと

なると考えられます。 
 ここからわかることは、①「先輩保護司の励まし」と仕事に対する②③「や

りがい」がいかに重要であるかである。 

                                                   
1 https://www.moj.go.jp/content/001152121.pdft 
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これらについて言い換えれば、普段から保護司会内部の人間関係を円滑化し、

先輩保護司から後輩保護司に対する声がけや、保護司自身が感じ取れる「達成

感」がいかに重要であるかだと思われます。 
この「先輩保護司の励まし」や「やりがい」という点についてですが、その

「真意」は、究極的には、保護司同士の更生保護に対するある種の「共感」で

あると考えます。保護司同士の「共感」によって更生保護に対する「繋がり」

が確保され、保護司を継続しようというモチベーションになっているのではな

いでしょうか。 
そこで、この「共感」を生むためにはどのようにしたらよいでしょうか。こ

れは一人一人の保護司によって回答は異なるであろうし、保護司個々人の「心」

の問題でもあるので、「一概」あるいは「一言」では表現できません。 
一つの理解の糸口としては、保護司を受任することによって、人生における

貴重な時間を費やし、「非行や犯罪のない社会」という理想を目指して、一緒

に活動しているという「共感」なのかもしれません。つまり、保護司同士で共

通目的を理解し合い共有することも、保護司活動を維持していく根源の一つで

あると考えられます。したがって、持続可能な保護司制度を検討する上でも、

この点について考えていく必要があると思われます。 
 
図表３ 

 
出典：https://www.moj.go.jp/content/001152121.pdf 
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